
水道局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱 

 

制 定 令和４年２月１日工務部長決 

最近改正 令和６年３月28日技術監理担当課長決 

 

（委員会の設置） 

第１条 大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領（以下「運用要領」という。）第５条第１

項に基づき、水道局公共工事総合評価落札方式技術審査委員会（以下「技術審査委員会」と

いう。）を設置する。 

 

（目的）  

第２条 技術審査委員会は、水道局が発注する公共工事において、総合評価落札方式におけ

る技術提案等の審査・評価等を中立かつ公正に行うことを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 技術審査委員会は、次に掲げる各号について技術的な審査を行うものとする。 

（1）総合評価落札方式を適用する工事の決定に関すること 

（2）落札者決定基準の決定に関すること 

（3）技術提案等の審査・評価に関すること 

（4）その他審議を要すると認められる事項 

２ 技術審査委員会は、工事の目的、概要及び総合評価落札方式を適用する理由とその導

入効果について事業担当課から説明を受け、総合評価落札方式の適用について審査し、そ

の可否を決定する。 

 

（組織） 

第４条 技術審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長及び委員は、別表に掲げる者とする。 

３ 委員長は、技術審査委員会を代表し、総括する。 

４ 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第５条 技術審査委員会は、委員長が別表のとおり招集する。 

２ 技術審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を出席



させることができる。 

４ 技術審査委員会の議事は委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するとこ

ろによる。 

５ 委員長は、技術審査委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺う

ことで決議に代えることができる。 

６ 技術審査委員会は、運用要領第７条に基づき、次の各号に掲げる場合には学識経験者に

意見を聴取し、意見聴取の方法は、学識経験者を招き会議形式で意見聴取する方法又は個別

に意見聴取する方法のいずれかによるものとする。 

（1）落札者決定基準を定めるとき。 

（2）落札者を決定するとき。ただし、前号の規定による意見の聴取において、当該落札者

決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意

見があった場合に限る。 

７ 前項の学識経験者は、公共工事の総合評価落札方式に関する学識経験を有する者か

ら、委員長が２人以上委嘱する。 

 

（庶務） 

第６条 技術審査委員会の庶務を担う事務局を工務部土木施設課（技術監理担当）又は工

務部設備課（技術監理担当）に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとす

る。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別

に定めることができる。 

 

附 則 

この要綱は令和４年２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和５年９月１日から施行する。 

附 則 

この改正規定は令和６年４月１日から施行する。 

 

  



別表 

 

委員長 工務部長 

共通委員 土木施設課長 

技術監理担当課長 

委員 管路部門 当該工事監督担当所管水道センターの所長及び維持

担当課長 

当該工事監督担当所管を除く、各水道センターの所

長から委員長が指名する者（１名） 

取浄配水場

施設・その

他部門 

設備課長 

当該工事場所を所管する浄水場の長 

設備保全センター所長 

 

管路部門は土木施設課が発注所管となる管路工事、取浄配水場施設・その他部門は土木施

設課が発注する取浄配水場内工事並びに設備課が発注する設備工事及び建築工事について

審議する。 

 

 


